
総合福祉センター仮設事務所駐車場貸出管理上の覚書 

 

 総合福祉センター仮設事務所第１駐車場の貸出について、上尾市（以下「甲」という）

とあげお文化創造パートナーズ株式会社埼玉新聞社（以下「乙」という）は、下記のと

おり覚書を交換する。 

記 

１ 貸出日について 

  土曜日、日曜日、祝日で、乙が毎月、翌月の使用予定表を上尾市社会福祉協議会へ

提出する。 

 

２ 駐車場の管理責任について 

  本駐車場は無人であることから、甲は、乙又はその関係の自動車の保管や事故等に 

関しては一切責任を負わないものとする。 

 

３ 駐車場の鍵の貸出について 

  駐車場貸出期間中は、甲は鍵を乙に貸出する。 

 

４ 鍵の紛失について 

  鍵を紛失した場合は、南京錠２個、鍵８本を弁償する。 

 

５ 駐車場貸出期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

 

６ その他 

  その他、必要な事項は、甲と乙が協議して定める。 

 

 

令和７年４月１日 

甲 住所 上尾市本町三丁目１番１号   

 氏名 上尾市長 畠山 稔      

 

乙 住所 上尾市二ツ宮７５０番地    

氏名 あげお文化創造パートナーズ  

株式会社埼玉新聞社      

館長 髙梨 肇 ㊞         

別紙３


